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(・ )中 学 白守と ―

本陀彫済濃日去平成lr離 め 恥陰掲嗣ほ髄"― 串 弱 12的

「サービス評瀬システムの検討」とその成果としての弓障書)一ピ申 そして平成13

年度の車 ビス事業者自己語価システ地 の検討とその成果としての単富訂罵期にビス評価めた

め¢目健騒がある。

こ― ・ヨロ町な邦 中 とけ哲課題となっているサービス評価

をシステム化するた嚇 ある。中     「サービス的 ― ・向上させる如 あり、
~坤

髄 等の権利跳護システA― bや には何よりもこうしたシステムの要であるケ

アマネジャー l― ― lajの資質班 祉 させていくことである。

本翻隣開く前述のような専問日の痛富神袋簿め調麿を踏まえ ケアマネジャーが直面している輛重 と

うわけサービスと二十ズを緊慧関駄さらには利用者とサービス提供事業者を察ぐ支援事業のあり方を捉

えるこどこ呼亀の間題に対するア/11-チ 坦試みることであ在 そのたぶ こ以下のようなポイントをと

おけこ サービス評輸め球隠陀明らかにしようとしている。

い ビス支援に関けるケアマネジャお

い ビス却 る難

Cケ アマネジャーの度援技法であるケアマネジメントの状況

ケアマネジヤーが所属している期岡尉粒夢舛一じ事勘署引義約 600弟 をとおしく こ

うし蒼課白騨環彰 うにしていきたいと考えている 帥 をとおしく ケアマネジ勤 を

明らかにしていくょ サービス提供事業者に対するサービス評価のシミユレーションの臨採た臨まえ、サ

ービスの鳴域駒 と町理的の相互の関係とその評題産明確にするこ獲 、今後のサービス評価さらには
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ント技法等に関する調査結果
※調査結果の概要

1)一 ケ月あた りのケアプランの作成数
「40以 上 5 0未 満」 (2 8  2 % )と 「5 0以 上」 (2 6 . 7 % )で お

よそ 6割 弱を占めてい る。 50件 を境界 として分謹 支援専 門員が加重のケア
プラ ンに関わ つている様子 がかいま見 られる。

2)ケ ア プラン作成時に重要視 している事項
「利用者 ・家族 の意向を中心 に作成 1が 8鄭 近 くを占めてお り、次いで 「和

用者のアセス メン ト (課題分析 )を 踏 まえて作成」が 1割 強である。他 の項
目はいずれ も 1割 にも満たない。

3)ケ アプラ ン作成の課題
サー ビスの組み立て に関 して、「まあまあ組 み込めてい る」が半数 に対 し

て、「組み込めない こ とがあ るJも 4饂 強 を占めてお り、 ケアプラン作成 に

おける介護支援専門員の明暗が見 えてい る。

4)サ ー ビスを組み込めない理 由
「サー ビス利用 を勧 めて も、利用者 ・家族 が希望 しないか らJが お よそ 5

甑で もつ とも突出 している。次いて 「事業者はあ るが、サー ビス提供主 が不
足 しているか ら」が 2割 強ほ どある。他の項 目が 1割 に も満 たない とすれば、
上記 の 2項 目はケア プランの課題 の両面 をよ く示 してい る。

5)最 も組み込みに くいサー ビス種劇 〔MA :上 位 3つ 〕
組み込みに くいサー ビスの上位 3つ は 「短期入所生活介護」(6 1 . 7 % )、

「訪聞 リハ ビ リテー シ ヨン」 (5 1 . 5 % )、 「短期入所療 養介護 」 (4 6 .
1 )で あ る。次いて、 「訪間看護」 (2 2 . 6 % )と 「訪間弁護」 (2 0 . 4
% )の 訪間系 が並 んでいる。利用の頻度が高い割 にはサー ビス資源が整 わな
い現状 を占めてい ると言え よう。

6)サ ー ビス担 当者会書の実施
サー ビス担 当者会議 の実施 について、「なか なか行 えない Jが 約半数 を 占

めてお り、「行 つていない」の 1部 を加 え る と、 3人 にふ た りは実施 に因雑
を感 している様子が窺える。次いで 「必要時 に行 つてい る」が 4割 弱 とな つ

てお り、 ケース ・パイ `ケ ースの様相が見て取 れ る。

7)サ ー ビス担 当者会査 を行わない理 由 〔MA〕

サー ビス担 当者会議 を開催 しない理 由と して、「集 まる場所がない」が 9

割近 くて突出 している。次いて 「サー ビス担 当者 との連絡が取 りに くい」(3
2 , 9 % )、 「サー ビス提供 者の協力が得 に くい」 (2 4 , 1 % )が 上位 に挙
がつている。

8 )サ ー ビス担 当者会機の承義 〔M A :上 位 3つ 〕
サー ビス担 当者会議 を開催する意義について、上位 つを挙げるな らば、
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― ビ ス提 供 の

「医療 ・福祉 の専 門職 との連携 を図 る機会 」

6 2 . 8

5 0 ,  5

や 「ケア プラ ンを見直す機会」 といつた主 旨は、 ともに 4割 強で 4, 5番 目
に位置 してい る。 さ らには 「利用者 ・家族の意見や気持 ちを聴 く機会」は、
わずかに 1 割 台の レベルに留 まっている。

9)モ ニタ リングの実お状況
モニタ リングの実施 については、「必要 に応 して行 つてい るJが 二 人にひ

手岩舎害余蒼求Pと千堡烹名B革ヤキ&!、r磐沓好せ普』f揮ポ野r遣ぶセ昏
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とな り、モニタ リングの達成 レベルがかいま見 えている。

10 )モ ニ タ リングの来実施の理 由 〔MA〕
モニタ リングを実施 してない (あま う実施 していない )理 由については、

「時間的 な余裕 がない 1が 大半で あ り、改 いで 「負担 が大 きす きる」「方法
がわか らない」が共に 3観 台で並 んてい る。

11 )困 難事例の種別 〔MA〕

因嬢事例 の種 別では、
で もつ とも多 く、次いて 「家族の理解
在 (昼間独居、 キーパーツ ンがいないな ど)」が共に 5割 台て並んでい る。
「老 々介護」や 「家族 内に複数の要介護者がいる」 とい う事例 も 3割 前後 と

大 きい。困難事例の多 くが家族問題であることを示 している。

■2)介 護支援専円貝に対する支援条件 〔MA〕
介護 支援専門員の仕事を円滑 に続 けてい くための支援条件 として、 もつと

が 3割 強で並んている。

13 )研 修 の受講 〔MA〕
過去 に受講 した ことがあ る研修等のテーマについては、実務研修等で行わ

れてい る 「ケ アプランの作成 手法」「課題 分析の視点 と方法」が 7割 台で も
つ とも高 く、次 いて 「ケアマネ ジメ ン トの技法 と必要性 」「要分護 認定等 の
基準 と認定方法」 「介護支援 専 門員の専 門性 と基本方針 」「分謹保険 に関す
る行政 の取 り組み状況 ・サー ビス基盤の整備状況」「ケアプラン作成 の演習
(レベル ア ップ)」が 6部 台て並んでいる。全般 に介謹保 険及び分謹サー ビ

スの何度議が優先 している傾 向にあ る。
他 方、と い項 目ては、「主治医 との連携 方法」「介護 サー ビスに必要な リ

ハ ビ リテーシ ョンの基礎知識 Jな どの医療 系サー ビス、「介護 予防/生 活支
援事業 に関す るこ と」や 「各種の分謹サー ビスの内容や適正な利用法 Jに 関
しては 1～ 2割 台 に留 まっている。

14 )研 修 内容の希望 〔MA〕

スに必要な医学 の基礎知識」「主治 医
との連携 方法」な ど、医療系サー ビスに関す る内容が上位 4つ を占めてい る。
また、「サー ビス担 当者 会議 の開催方法や演習」「ケアプラン作成の演習 (レ
ベルア ップ)」な ども 3割 強の希望 を集めている。

これ に対 して、 「介護支援 専 門員の専 門性 と基 本方針 」「要介護認定等 の
基準 と認定方法」は 1割 にも満たない。

15 )介 護 支援専門員の業務内容 〔MA〕
分護支援専 門員 の役割 として、 どのような業務 を果たすべ きか とい う設間

卜方法 を用いて課題分析を行 う」「利用者 ・家族 がサー ビス内容 を理解 し、
選択て きるよ うに支援 する」「作成 した利用票等 を利用者宅 に配 う確 認 を取
る」が 94 %台 で並 んでお り、アセスメン ト段階での手続 きが挙がつている。

これに対 して、下位 にあるのは 「所 内でサー ビス評価 を実施 してい る」「(サ
ー ビス評価 を )実 施 した結果 を踏 まえて事業 の改善に取 り組 んてい る」「利
用者支援 のために近隣の地域 ネ ッ トワークづ くりを行 う」が 5割 台で並 んで
お り、「第二者委 員 (評価 )な どを活用 する」は 3割 台 に日 まつてい る。サ
ー ビス評価が低 い関心事であ ることを示 してい る。
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第 1章  調 査 の 目的 と方法

1 .調 査 の目的

公的分謹保 険何度の施行は、措置何度では表立 って語 られ るこ とのなかっ

たサー ビスの 「質」への関心 を映起 した。基礎構造改車が もた らした 「選択」

と 「契約」そ して 「応益負担」 とい う一連 の概念は、介護 サー ビスの 「対象

者」 を 「利用者」そ して 「消費者」 に変えて、 よ う良いサー ビスを購入 する

動機 づけを与 えた。

しか し、利 用者が 自らのエー ズに応 した適切 な介護サー ビスを選択 す るこ

とは容易ではな く、それゆ えにニーズ とサー ビスを来 ぐために介護支援 専門

員 とい う新たな専門職が設 け られた。介謹支援尊問員の専 門技法は 「ケアマ

ネ ジメ ン ト」であるが、介謹保 険業務 として特化 され た とは言え、ケアマネ

ジメ ン トは利用者が有効にサー ビスを利用 するために不可欠であ り、かつ介

護 ニー ズが多岐にわたってぃ ることを踏 まえれは、ケァプランの適切性 を担

保 す ることは、心身の臨弱 な利用者にとって必須 の条件であ る。

ケアマネジメン トは、 日本では未た成熟 している技法ではな く、介護保 険

を契機 に保健 ・医療 ・福祉 の領域 において一般化 した きた感がある。それゆ

えに、 この技法が介護支援 専門員の専門技法 として定書 し、市民の信頼 を得

られ るまでには、 また多 くの努 力 と期間が必要であろう。

そ うた として も、すでに介護保 険施行後 3年 を経過 し、介護支援 専門員が

実務上ではこのケアマネジメ ン トをとお して利用者 ・家族 の支援行為 を行つ

ていることに笹みれば、その技法の理解や内容が どの程度 の レベルにあ るの

か とい うことは、介護報酎 の改訂 の問題 に留 ま らず、利用者のいのち と生活

に直接 ・関接 に影響 してい るこ とは論を侯 たない。それゆえに、本調査 をと

お して介護支援事 門員のケアマ ネジメン ト技法の現状 と課題 を明 らかに し、

その改善 ・向上のための契機や方法を探 りたい と考えている。

2 .調 査 の主たる意義

本調査の主たる滝義は、以下 の とお りである。

① サー ビス支援 に関わる介護 支援専用員の意識 と課題 を把握する。
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②分護支援専門員の支援内容を明 らかにする。

⑨ケアマネジメン トの実施状況を浮き彫 うにする。

④ ケアマネジメン ト技法の習得の機会やその課題を明 らかにする。

⑤困難事例 も含めてサー ビス支援事例に関する内容や課題を明 らかにす

る。

3 . 調 査の方法 と調査 日

①調査の方法

質問紙法に よる郵送調査であ る。

②調査対象

静田県内の居宅介譲支援事業者 5 8 9所

基本資料 : W A M  N E 「事業者一覧 ( 2 0 0 3 年 3月 3 1日 時点 )に 登録

している全事業所 6 2 0か ら、廃業 ・体 止等 を除 く 5 8 7事 業所 を対

象 とする悉皆調査である。 1事 業者あた り 1名 の回答者である。

③調査の日程

調査 日の記入期 日  2 0 0 3 ( 平 成 1 5 )年 4月 1 5日

調査票回収締切 日  2 0 0 3 ( 平 成 1 5 )年 4月 2 5日

調査票回収打切 日  2 0 0 3 ( 平 成 1 5 )年 5月  6  日

④ 回収幕

回収率は、送付件数 5 8 7、 回収数 4 2 0、 有効 回収率は 7 1 . 6 % で

あ る。

4 . 調 査票の形式

調査 票 ( 質問票 ) は 、 A 4 版 1 3 頁 であ る。設 間は 3 2 間 であ り、「I .

回答者 について」 8 項 目、「■ . ケ アプラ ン作成 について」 7 項 目、「l l I ,

サー ビス担 当者会議 について」 4 項 目、「W 。 モニタ リングについて」 3 項

目、「V . 困 難事例 について」4 項 目、「W I . 研修会等 について」3 項 目、「配 ,

介護支援専門員の業務 内容 について」2 項 目 ( うち各項 目ごとに小項 目 6 5 )

な どを主たる柱 と している。

‐
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第 2宰  調 査対象者の基本属性

( 1 ) 性別

回答者 の性別は、 男性 2 2 . 5 % 、 女性 7 7 . 5 % で あ る。 (表 3 - 1 )

( 2 ) 年 齢

回答者 の年齢は、「4 0歳 代 」が 3 9 . 7 % で もつ とも多 く、次いで 「5

0歳 代」 2 9 _ 4 % 、 「3 0歳 代」 2 4 . 6 % の 煩である。

( 3 )介 護支援専用員 としての勤務年数

「3年 以上」が半数以上 を占めてお り、介護保険がお行 された折 の資格取

得 した介護支援専 門員が回答 を寄せている。次いで 「2年 以上 3年 未満」及

び 「1年 以上 2年 未満」が 2割 弱 となってい る。

( 4 )介 謹支援専 門員の前提 と して資格 ・免許 〔M A〕

「看護師」 ( 3 3 . 8 % ) と 「介護福祉士」 ( 3 1 , 7 % ) の 両賀格 が抜

きんてて高 く、それ以外はお よそ 1部 前後あ るいはそれ以下 となってい る。

( 5 )資 格 ・免許 の経験年数 〔M A〕

「1 0年 以上 2 0年 未満」が 4 5 , 0 % で もつとも高率であ り、次 いて 「2

0年 以上」が 2 7 . 0 % で あ る。約 7割 が 1 0年 以上のキ ャ リアを有 してい

ることになる。

( 6 )他 の業務 との兼務状況

介護 支援専 門員の職務の 「専従」型 と、他 の業務 との 「業務」型 との比率

は、概ね半々である。

( 7 )兼 務の割合

森務 してい る人 ( N = 2 0 1 ) の うち、「1割 以上 3割 未満」が 3割 近 く

で もつ とも高い割合 であ り、次いで 「3割 以上 5割 未満」及 び 「5割 以上 7
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割未満」が約 2割 である。

( 8 )所 属 してい る組織 ・団体

「社会福祉法人」が 2 9。 6 %を 占めてお り、次いて 「民間企業 ・自営サ

ー ビス事業者 」 ( 2 5 . 7 % ) 、 「医療法人」 ( 1 9 , 9 % ) が 上位 にあ る。

その他 の畑段 ,団 体 は 1割 に満たない。

第 4章  調 査結果の概要

I .ケ アプラ ンの作成 につ いて

ケア /ラ ンの作成 について、現状 と課題 を 7項 目にわ たって尋ねてい る。

1 )一 ケ月あた りのケアプランの作成数

「4 0以 上 5 0来 薄」 ( 2 8 . 2 % ) と 「5 0以 上 」 ( 2 6 . 7 % ) で ぉ

よそ 6割 弱を占めてい る。 5 0件 を境界 として介譲支援専 門員が加重の ケア

プランに関わつてい る様子 がかいま見れ る。

2 )使 用 しているアセスメ ン ト ・ッール

「全社協方式」 ( 4 4 . 2 % ) が 約半数 を占めて い る。「M D S― H c方

式」 ( 2 8 , 7 % ) を 合 わせ ると、約 7割 強が 2つ の方式 に集 中 してお り、

他 の方式はいずれ も 1部 にも満たない。

3 ) ケ アプラン作成時に重要視 している事項

「利用者 ・家族の意向を中心に作成」が 8 部 近 くを占めてお り、次いて 「利

用者のアセスメ ン ト ( 課題分析 ) を 踏 まえて作成 J が 1 割 強である。他 の項

目はいずれも 1 部 にも満たない。

4 ) ケ アプラ ン作成 の課題

サー ビスの組み 立てに関 して、「まあまあ組み込めて い る」が半数 に対 し

て、「組み込めない こ とがある」 も 4 割 強 を占めてお り、ケアプラ ン作成 に
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おけ る分護支援専門員の明暗が見えている。

5 )サ ー ビスを組み込めない理 由

「サー L jス利用 を勧 めて も、利用者 ・家族 が希望 しないか ら」がお よそ 5

割 て もつ とも突出 している。次いて 「事業者 はあ るが、サー ビス提供量 が不

足 しているか ら」が 2割 強ほ どある。他の項 目が 1割 に も満たない とすれば、

上記 の 2項 目はケアプランの課題 の両面をよ く示 してい る。

6 )最 も組み込みに くいサー ビス種別 〔M A :上 位 3つ 〕

組 み込みに くいサー ビスの上位 3つ は 「短期入所生活介護」( 6 1 , 7 % ) 、

「訪閥 リハ ビ リテー シ ョン」 ( 5 1 , 5 % ) 、 「短期入所療袋介護」 ( 4 6 .

1 ) で あ る。次いて、「訪間看護」 ( 2 2 . 6 % ) と 「訪高分護」 ( 2 0 . 4

% ) の 訪聞系が並 んでいる。利用の頻度が高 い鄭にはサー ビス資源が整 わな

い現状 を占めている と言え よう。

7 )ケ アプランの変更

サー ビス提供時 における時間や内容の急な変更 (たとえばサー ビス利用票

の変更、提供車の変更 )が 必要 な場合、サー ビス提供事業者 との連絡調 整 に

ついての設間では、「サー ビス変更時 に確認の電話 があ る」が約 6割 であ り、

次いて 「サー ビス変更直後 に電話がある」が 2調 弱 とな ってい る。

l l .サ ー ビス担 当者会議 について

8 )サ ー ビス担 当者会議の実施

サー ビス担 当者会議 の実施 について、「なかなか行 えない」が約半数 を占

めてお り、「行 つて いない」 の 1割 を加 え ると、 3人 にふ た りは実施 に困難

を感 している様子 が義える。次いで 「必要時 に行 つてい る」が 4割 弱 とな っ

てお り、ケース ・パ イ ・ケースの様相が見て取れ る。

9 ) サ ー ビス担 当者会議の開催時間

開催時 間は 「2 0 ～ 4 0 分 未清」が 4 割 弱、「4 0 ～ 1 時 間未満 」が 3 罰

‐
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強 であ る。他 方、「1時 間～ 2時 間未満」は 1割 強ほ どあ り、やや長めの時

間傾 向であることがわかる。

1 0 )サ ー ビス担 当者会議 を行わない理 由 〔M A〕

サー ビス担 当者会議 を開催 しない理 由 と して、「集 まる場所がない」が 9

割近 くで突出 している。次いて 「サー ビス担 当者 との連絡 が取 りに くい」( 3

2 , 9 % ) 、 「サー ビス提供 者の協 力が得 に くい」 ( 2 4 . 1 % ) が 上位 に挙

がつている。

1 1 )サ ー ビス担 当者会議 の意義 〔M A :上 位 3つ 〕

サー ビス担 当者会議 を開催す る意義 について、上位 3つ を挙げるな らは、

「利 用者 のエーズ を明確にする機会」 ( 6 2 . 8 % ) 、 「サー ビス提供 の分担

や役割 を明確 にす る機会」 ( 5 5 . 8 % ) 、 「困難ケースの対応策 を検討す る

機会 」 ( 5 0 , 5 % ) で あ る。「医療 ・福 祉 の専 門職 との連携 を図 る機会 」

や 『ケアプランを見直す機 会」 といった主 旨は、 ともに 4割 強で 4 , 5番 目

に位置 してい る。 さ らには 『利用者 ・家族の意見や気持 ちを聴 く機会」は、

わすかに 1割 台の レベルに日 まっている。

W ,モ ニタ リングについて

1 2 )モ ニタ リングの実施 状況

モニタ リングの実施 については、「必要 に応 して行 つてい る」が二人 にひ

と うの割合で あ り、「必ず行 つてい るJは 四人 にひ と り程 度で ある。「あ ま

り行 つていない」 と 「全 く行 つていない」 を合わせる と、概ね五人 にひ と り

とな り、モニタ リングの達成 レベルがかい ま見 えている。

3 )モ ニタ リングの実施方法 〔M A〕

モニタ リングの実施方法は、「直接訪間J ( 9 2 . 9 % )と 「電話」( 7 5

% )が 大半を占めている。

1 4 )モ ニタ リングの未実施の理 由 〔MA〕
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モニ タ リングを実施 して ない (あま り実施 していない )理 由については、

「時 間的な余裕 がない」が大半であ り、次いで 「負担 が大 きす きる」「方法

がわか らない」が共 に 3割 台て並んてい る。

V .困 難事例 について

1 5 )困 難事例 の有無

困難事例があるか どうか については、 9部 が 「ある」 と答 えてい る。

1 6 )困 難事例の種別 〔M A〕

困難事例 の種 別では、「経済 的な間寝 (費用問題、貧 因な ど)」が 6親 強

で もつ とも多 く、次いて 「家族 の理解 と協力が十分ではない」 と 「介護者不

在 (昼間独居、 キーパーツ ンがいないな ど)」が共に 5割 合で並んでい る。

「老 々介護」や 「家族内に複数の要介護者がいる」 とい う事例 も 3舘 前後 と

大 きい。困難事例の多 くが家族問題であるこ とを示 してい る。

1 7 )困 難事例の対処方法 〔M A :上 位 3つ 〕

困難事例の対処 方法ては、「行政 の福社 ・介護保険 (課)窓 口に相談す る」

が 7割 強てもつ とも高 く、次いで 「事業所 内の上 司や 同僚 に相談す る」が 7

割近 くである。反 面で、「サー ビス担 当者会議 で相談 す る」 は約 3部 、 さ ら

に 「在宅介護支援セ ンターに相談す る」はわすかに 1観 を超 えた程度であ る。

1 8 )介 護支援専門員に対す る支援条件 〔M A〕

介護支援専 門員の仕事を円滑 に続 けてい くための支援条件 として、 もつと

も期待 されてい る項 目は、 「居宅介護支援 の介護報酬 の 引 き上 げJ「介護 支

援専 門貝のための常設の相 談窓口」が共 に 4割 近 くを占めてい る。次いて 「介

護 支援専 門員の増 員」「困難 事例 の検討会や何度 的な手続 きの説明会 な ど」

が 3割 強て並んでいる。

Ⅵ . 研 修会等について

1 9 ) ケ アマネジメ ン ト技法の研修方法
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ケアマネジメ ン ト技法の レベルア ップのために、 どの ような方法 を用いて

い るか という設間 に関 して、「地域のケアマネジヤー協議 会 に参加 して学習

してい る」及び 「県や市町村でのケアマネジメン ト関連の研修会に参加 して

手 いる」が、 ともに 4 割 強 て突 出 してい る。その他の項 目は 1 割 にも満 たな

い結果である。

2 0 )研 修の受講 〔M A〕

過去 に受講 した ことがあ る研修等のテーマについては、実務研修等で行わ

れてい る |ケアプランの作成手法」「課題分析 の視点 と方法」が 7割 台で も

つ とも高 く、 次いて 「ケアマネ シメ ン トの技法 と必要性 」「要介護認定等 の

基準 と認定方法」「分護 支援専 門員の専門性 と基本方針 」「介護保 険 に関す

る行政 の取 り組み状況 ・サー ビス基盤の整備状況」「ケア プラン作成の演習

(レベルア ップ)」が 6割 台て並んでいる。全般 に分護保 険及 び介護 サー ビ

スの制度静が優先 している傾 向にある。

他 方、低 い項 目では、「主治 医 との連携 方法」「介護 サ ー ビスに必要 な リ

ハ ビ リテー シ ョンの基礎知識」 な どの医療 系サー ビス、 「介藍 予防/生 活支

援事業 に関す るこ と」や 「各種 の介護サー ビスの内容や適正な利用法 Jに 関

しては 1～ 2割 台 に留 まってい る。

2 1 )研 修内容の希望 〔M A〕

今後受講 したい研修 内容 についての設間では、 「モニ タ リングの演習」及

び 「介護サー ビスに必要な リハ ビ リテー ションの基礎知識」が 4割 台て上位

にあ る。 これ に加 えて、「介護 サー ビスに必要 な医学 の基礎 知識」「主治 医

との連携 方法 Jな ど、医療系サー ビスに関する内容が上位 4つ を占めている。

また、「サー L rス担 当者会議 の開催方法や 演習」「ケアプラン作成の演習 (レ

ベルア ップ)」な ども 3割 強の希望を集めてい る。

これ に対 して、「介護 支援 専 門員の専 門性 と基本方針 」「要介護認定等 の

基準 と認定方法」は 1割 にも満 たない。

2 2 )介 護支援専門員の業務 内容 〔M A〕
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介護 支援専 門員の役割 と して、 どのような業務 を果 たすべ きか とい う設関

に関 しては、もつとも上位 にあるのは 「利用者 ・家族の間い合わせ (電話等 )

に応 じる」「利用 者等の要望や希望等を十分 に聴 き取 る」 とい う相談援 助機

能であ り、それ ぞれ 9 7 . 1 % 、 9 4 . 6 % で あ る。次 いで、「アセスメ ン

ト方法 を用いて課題分析 を行 う」「利用者 ・家族 がサー ビス 内容を理解 し、

選択で きるよ うに支援 する」「作成 した利用票等 を利 用者宅 に配 う確認 を取

る」が 9 4 %台 で並 んでお り、アセスメン ト段階での手続 きが挙がつている。

これに対 して、下位 にあるのは '所内でサー ビス評価 を実施 しているJ「(サ

ー ビス評価 を )実 施 した結果 を踏 まえて事業 の改善 に取 り組 んでい る」「利

用者支援 のため に近隣の地域ネ ッ トワー クづ くりを行 う」が 5営:台て並んで

お り、「第 三者委 員 (評価 )な どを活用 す る」は 3罰 台 に留 まってい る。サ

ー ビス評価が低 い関心事であることを示 してい る。

- 1 0 -



*ケアマネジメント技法に関する調査:自由回答

‐ 現 状 と 課 題 0 こ ッ I r ヽ`て

O葉 局業務と居宅支援業務を同時進行し、現場に密着した業務に追われている。ケアマネ
ジメント依頼がとても多くある。ある程度マネジメント能力があるために、依頼が増えて
いると思うが、かかりつけ薬局としての本業の結果であると思う。

Oケ アマネジャー業務の高い専門性の必要性に対 して、業務時間の少なさを感している。
つまり、短い時間で行うべきことが多すぎることのギャップと、それに合わせて周囲には
仕事内容がわかうにくいことがあり、達成痛の得にくい仕事たと感している。
O平 成 13年 度より専任で行つている。手探う状態の中から仕事内容を覚え、研修等にも
参加して、やっと一人前に近い対応ができるようになった。サービス担当者会議を開催す
るのは、事業者関の時間等の調整をすることが多 く、とかく後回しになって日付まで決定
しても流れてしまうこともあり、難しい課題たと思う。「50人 枠」を超えて担当してい

る方々が多い中、どうやってお金にならない時間を作 り出しているか疑間である。今回、
支援費が上がったが、ほとんど事業所に所属している人たち (給料制)な ので、上がって
も嬉しくない現実で、それ以上に認せられた課題をことそうとするには、大きなエネルギ
ーが必要で、ノイローゼになうそうな日々が続いている。

O利 用者に 「ありがとう」」と言われたとき、とても増 しく自信も付いてきましたが、と
んなに努力しても受け入れてもらえなかったり、利用者の事情でサービスが利用できず、
状態が悪化 していくこともあり、そんなときはケアマネジヤーという仕事から離れたいと
思う。いまでも利用者のプライパシーに踏み込んでいくこの仕事に大きな抵抗感があり、
以前のような自信や感動が得られなくなつた。

O行 政や関連機関から担当の介護支援専門員に聞い合わせや要望がたくさん届 く。本来の
介護支援専門員の立場で踏み込むべきではない部分まで望まれても困る。ある意味で、都
合の良い便利屋的な存在になっている。表面には出ないような努力もしているということ
を理解していたたいたうえて、レベルの低さや質の悪さという話をしてほしぃと思う。今
後の多くの研修に参加し、レベルアップを図りたい。

O兼 務のため時間の調整が難しく、ケアプランの作成が思うようにできない。作成したケ
アプランが利用者の求めているものか、また利用者のためになっているのか、自問自答し
ている毎日である。サービス事業者が少ないため、利用者の希望するサービスが組めない

などの問題がある。

O他 市町村分も含めて、護 調査の依頼も断うたいくらいであるが、日はこの実態がみえ
ていないのではないか。ケァマネシャーでは対応できない面の受け皿がなくては解決でき
ず、行政も介護保険に丸投げの状態である。

Oた くさんの業務に追われる毎日である。日立支援のための役割 として、必要なことを話
しても理解が得られず、一歩踏み出せないもとかしさがある。まず利用者 ・家族の意向で
プランを組み立て、アセスメントはその後からという状況である。基本どおりにてきない

分たけ、経時的な記録の中にケアマネジャーとしての思いを残している。サービス担当者
会議がなかなかできないが、ケアプランを渡して依頼していくことで、個々のサービスカ
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が2倍、 3倍 となるようにしてぃければと思う。

Oケ アマネジャーの数が不足していること、個々の力室が差があるということを感してい

る。ケアマネジャーの仕事の範囲はどこまでなのか、困難ケースに対する行政の支援はあ
るのかなど、ケアマネジャーに対する支援体制も不十分ではないか。定期的なサービス担
当者会議の開催について、Drも 利用者も全員参加の会議が定期的に行えるにはどうすれ
ばよいか。提供事業者にも晴関的に余裕なく、在関の時間外は頻回に開催しにくい点もあ
る。

O訪 隠看護と差務のため、かなり仕事二が多く、ケアマネジヤーとしての時間の確保が難
しい。困難事例も多く、その対応に行き諸まりを感している。行政窓口で相談に乗つてく
れるが、判断が示されるわけではない。在宅生活の限界があつても、そのままの生活を続
けていくほかない事例もある。時々押しつぶされそうな思いに駆られることもあるが、自
分のケアプランで生活が改善され、元気になっていく方もあり、やうがいも感じている。
いま少し仕事二が減ったらよいのたが ,・。

Oサ ービス担当者会議の必要性は十分理解しているつもりであるが、FAXや 電話て意見

を強いたりすることで済ませているのが現献である。ケースを50件 以上も持たされてい

る事業所が少なくない。月 1回以上の訪間、認定調査たけで通常勤務は終わり、無報醸の

残業で事務処理、事業所関連絡を行う業務が制度開始以来続いており、 4月以降はさらに

悪化している。ケース想々にアセスメントし、担当者会議を行いたいが不可能な状況であ

る。

O平 成 12年 4月 から取り組んできて、初めの頃は法れに対応できず悩む日々であつた。

現在では、新人のケアマネジャーが2名 入つて日々努力してくれているが、ケースの関わ

りてとまどうことも多い。

Oケ アマネジヤーとして仕事を始めてまた数ケ月で、自分がいかに未無であるかを思う毎

日である。利用者に信頼されるように、迷惑をかけないように、誠意を持つて棄務にあた
つている。

O困 難ケースに対する受け皿がない。とくにケアマネジヤー任せになつて民生委員や行政

も逃げてしまうケースがある。

O特 定施設内のみの支援業務のため、居宅サービスの現状を把握しきれない点がある。今

後は他事実所のケアマネジヤーとの変鴻を持ちながら勉強したい。

Oケ アマネジャーの多忙さの理由には行政の怠慢もある。たとえば住宅改惨の説明から書

類一式をケアマネジャーに預けてしまう行政もあるからた。たった一人で休憩時間もなく

ケアマネジャーを続けてきたが、仕事の大変さもわかってもらえず、協力者もなく、誰か

に相談する時関もない。利用者宅に出かけて、申譜代行などの棄務が増えれば、自家用車

を使う私の自己負担が増えるばかり (lk■ 120円 のガツリン代は保障されるが、車両は

5年 しか使用できない)。一つの救いは、利用者とその家族の 「ありがとう」の一言であ

る。

O薬 剤師の日常業務とケアマネジヤーとの兼務は、仕事としてとても厳 しい状態である。

介護認定のメンパーでもあるので、ケアプランの流れも、利用者の状況も想像てきて、少

しても社会に貢献てきていることを実感 している。(今回の介護報酬の改定は一層気力や

体力の消耗速度を速めそうである。))
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O給 付管理、利用表配布、日常の訪問調査が多忙で、しっくリアセスメントを行えないと
いう反省がある。また処遇困難ケースにおいては、分護保険か生活保護かという感じて、
経済的な困難き、キーパーッン不在という課題に対して具体的にどうすればよいかとぃぅ
ケースもあります。老健や病院は費用が多額であり、ケアプランやアセスメントといって
も最終的には家族の経済状態によるところが多い。入院時の保証人がいなくて生保にもな
れない人々はどうすればよいのたろうか。

O昼 間独居の人が多く、連絡が取 りにくい。また利用者と介護者の新 う合いが悪くて調整
に苦労することが多い。

O介 謹保険の見直しのなかで、多忙な業務をとのようにこなしていいのか悩む毎日である。
仲間が一人二人と辞めていくのを見送り、寂しくなる。
Oサ ービス計画をする中で、疾患理解は重要である。訪間看護や訪間リハrリ テーション
を導入する擦に、何故にかかりつけ医に気を通い、拒否されなけれはならないのか。一人
の人間の状態や生活支援に少しても役立てるように働きかけているが、分護支援専門員が
勝手にやっているように誤解する医師が存在することが疑間である。とくに医師が全体の
背景も理解せずに住宅改修を勧めたり、通所介護を勧めたり、医師の言葉が絶対的てサー

ビス利用を強制されることもある。

O法 改正にともない、介護報酬が引き上げられたわりには、業務に対する路め付けがひど
くなり、法とおうに業務を行うと自分の生活に影害が出るし、減算で業務を行うと事業所
に迷惑がかかる。法改正前が良かった感しかする。

O介 護支援専門員の業務の範囲はとこまでなのか日々悩んでいる。処遇困難事例のケアカ
ンファレンスを行うが、方向が見いたせず終わることが多い。スーパーパィサーがほしぃ。
O主 治医に対して FAXで 相談しているが、これがもつとも難しく大変な業務になってい
る。

Oほ とんどの通所あるいは入所サービスに対して、医師の診療情報提供書が求められるこ
とに疑間がある。中でも感染症が (+)と 記載されれば、感染の程度、経路、強さに関係
なく断られる。経営栄養等の医療処置のある利用者は、介護サービス利用が制限される。
利用者を守るための提供書であってほしいが、事業者の保身に利用されているのではない
2ぃ。

O介 護報酬の改定によう加算 ・減算があるが、その根拠が知りたい。
O介 護保険の改定において、ヶアプラン料が値上げされたが、業務量の増大と事業所運営
の困難さは変わらない。質の向上と言いつつも、実際には記録する作業が増えただけでは
ないか。

O分 護報醐の改定にともない、分護支援専門員の仕事量が大幅に増えた。国の規定どおり
に業務をこなすように努力しているが、毎月自宅を訪間し、お話を聞くことがほんとうに
必要なものかどうかと思う。家庭訪間が主になり、毎月の利用票 ・提供票を作って届けな
けれ1まならず、プランの見直しの時間がとれなくなることもある。サービス担当者会議の
開催にしても、勤務中には無理なので夜間に無料て集まつてもらうしかありません。現在
46名 を担当しているが、本来の業務を適切にこなすためには、人数の見直しとプラン等
に関する費用の見直しを検討してはしい。現状では休日出勤するほかありません。
O遺 密なケアマネシャー業務を続けている。アセスメント、モニタリング、プランの作成、
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更新手続き、情報関示、入退院時の病院訪日、住宅改修で理由書作成、月々の利用票をも
つて利用者訪間、サービス調整で事業者訪盾、問題あればサービス担当者会議の開催、会

議のための書類作成く何もなければ県や市、伸間での研修。慣れたPCソ フトも制度改正

て初心者に。自分の利用者たけでも 「安心生活」をと頑張つている。制度改正で書類が多

くなってお り、夜寝るときもないほどである。

Oケ アマネジヤーの役割も理解できるが、何もかもケアマネジヤーにといった雰囲気もあ

る。すべての責任を押しつけて、対応でできないケアマネシャーは質が低いという判断で

は、あまうにも負担が大きすきる。たとえばサービス提供事業において、入浴に際して血

圧が高かつた場合の相談は、訪問看謹師や主治医に相談するなどて対応してほしい。イヽさ

な座異様のような業務が多すきて、本来の支援事業ができないのは困る。貫格を持つたノ

ロに対して、きちんとやらないと30%減 瀬などということは、とても失礼である。

O介 護支援専門貝としての資質が問われているが、ホームヘルパーの現場から移行してき

た私には、課題分析やプラン作成に時間がかかり、自信がもてません。質をいうのであれ

ば、学校でケアマネジメント科でも作つて専門性を養う必要がある。今回の改定は当たり

前の内容たと思うが、それができない私は能力不足たと思う。

O私 たちの事業所は、全体で専任ケアマネジャーは25名 近く、兼務を合わせれば60名

近 くで業務を行つている。しかし、今年度収支ては5000万 円近い赤字となつている。

やればやるほど赤字になる現状がやうきれない。個人的には早くケアマネジャーから腕 し

たいと思うこの頃である。あまりに雑事的な業務が多すて、利用者のご用聞き的な状態で

ある。初回モニタリングに単価が付かないのはおかしい。

O業 務が多すぎることと責任が重いこと。一所懸命にやっても、各事問職に仕事の大変さ

が理解されず、評価されないことが辛い。ケアマネジヤーをサポー トする体硯ができてい

ないため、囲つた事例が出たときに相談に適切に乗つてくれるところがない。

O介 譲保険の範囲内のサービスを利用することに追われて、内容的に画一的になっている。

本来の利用者に必要な個別サービスに弱違するには、しっくうと相談する時間と、もう少

し個性的な内容のサービスがほしい。

O自 分の課題として、医療との連携の難しさに悩む。Drの 多忙さからなかなか時間がと

れず、何時間も待たされることもあつた。Drの 前で緊張してしまうこともある。

O医 療に関してわからないことが多くて適切なア ドパイスができないことが一番の因うご

とである。介護放葉やキーパーソン不在の場合、サービスをプラン化しても必要ないと拒

否されることも多 く、そうした相談を行政等にもつていくが決定的な策がない。家族に全

く理解や認識がない場合もあり、医師と同行しても納得 してもらえない。利用者と家族の

どちらの意向を聴いたらよいか迷うことも多い。ケアプランを利用者に配布する場合、 し

つかりと理解し、管理できない家族には渡すべきではないと思う。

O施 行時より業務が多い期には単価が安く、兼務もやむを得ない状況がある。モニタリン

グや担当者会議を開催すべきとわかっていても、事業者外の場合は調整が困難であり、人

員不足で余裕がない。現在の状況を行政等にわかってほしいと思う。

O時 間の要するケースに限つてケアプラン料の対象にならないことが多々ある (入院等)。

ケアプランを依頼されて度々足を運んでも利用のないケースもある。利用者のすべてを任

されている感を受ける。担当者会議では医師は問題のあるケースだけに限定してもよいの
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てはないか。

O訪 間看謹ての利用者 ・家族の状態の変化や要望を連絡し、報告するが、なかなか動いて
くれない。担当者会議では医師との時間調整も含めてすべてを振つてくる。利用者には申
し訳ないが、もう見放 し状態であり、できる限 りのことをするほかない。
O介 謹支援専門員としての業務は、書類作成 ・確認にほとんとの時間が使われており、利
用者宅への訪間は月 1回程度になっている。今後モニタリングを頻回にどのように実施す
るのか教えてほしい。

03月 までは訪日介護の責任者を兼務していたが、 4月 からは介護報酬請求事務に至る美
務をこなすようになり、不安も多い。連絡協議会等の研修会に飛び込んでみようと思う。
O医 療からの情報が届かない現状で、退院する高齢者への対処で四ることが多い。病名や
治療 ・処置内容 ・投薬などの情報を必要時に入手するシステムが望まれる。
O提 供票は各サービス事業所にきちんと郵送しているが、実施票はFAXて 送られて くる。
各事業所はきちんと記入し、郵送すべきたと思う。

Oケ アマネジヤーに対して、利用者 ・家族からの期待ようも、各サービス事業者が家族の
代理人に直接話すことが薄れ、ケアマネシャーに集約されることに使命感がある。20～
30件 程度の業務であれば利用者 ・家族=ケ アマネジャーという関係をつくってぃく努力
はできるかもしれないが、現実的には困難である。ケアマネジャーには心の余裕がもてる
ような根本的な業務の見直しが問われているようである。

Oケ アマネジヤーの責任の重さを感じる。今まではサービスの割り振りや事務代行を行つ
てきたが、今後は専門的な立場で箸観的でアセスメントに基づいた明確なアドバイスがで
きるようになりたい。担当者会議が簡単に関機できる環境がほしい。
O実 態の見えにくい部には責任の重い仕事て、自分の力主には不相応であると思う事が度
々である。事故が起きたときの責任範囲が曖妹で、利用者 ・家族にケアマネジャーー人で
対応することの多さに不安を思 じる。

O私 はまた介護支援専門員になって 1年 たらずであるが、これからずっと担当している利
用者の人生をマネジメントしていかなければならない重圧感や、その方の生活に介入して
いかなければならなぃ困惑に悩んでいる。実際にケアプランを作成する際にも、金銭的な
ことを考えるとあれこれとサービスも言えず、必要最小限の本人 ・家族の希望どおうの言
いなうプランになってしまうことに戸憩っている。施設も含めたサービス事業者 。医療サ
ービス等の交流もそう多くないので、関連機関との交流できる場を設けてほしい。
Oケ アマネジ十一の仕事は、利用者との間でのやうとうが多く、他者とくに同僚や上司に
は理解されにくい職種たと思う。正しい評価に察がうにくく、報酬も低いため、「なるべ

く手のかからない利用者を選ぺ」「あまり深く関めるなどという助言を上司から受けたこ
ともある。今回の改定で 「毎月1回訪関」が義務化されたため、いままでの取り組みが 「や
りすぎではない」ということを上司が理解する契機となった。

しかし、 30%減 算の内容は厳しく、たとえば担当者会議の在う方は頭の痛いことであ
る。毎月訪関していれは必然的にニーズが見えてくるのだから、よほど問題でなければ担
当者会議は開催てきないのが現状である。提供票を提出する際に、担当者と意見交換する
ことが精一杯である。ケアマネジャーは、月 1～ 2回 しか訪日てきていません。むしろ、
サービス提供者が利用者に接する機会も多く、利用者の思いや状況変化をケアマネジャー
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よりも把握しやすい傾向にある。たから、サービス提供者との緊密な連絡をとる必要があ
ると思う。そのうえで必要があれば担当者会議を開催するし、サービス提供者から用があ
つて開催したこともある。

モニタリングにしても、毎月訪間していけば、利用者の現状やサービスの質も確認でき
る。かなりの人数のぶらんの徹調整も行っており、クレームが付きそうなとき、様子がわ
かりにくいとき、サービス提供時に訪関して確認する。利用者の表情を見ることがとても

役に立つし、家族に伝えることもてきる。こうしたフィー ドバックや記録をグランに反映
していくことが私の方法であるが、これて良いのか不安もある。

今回の改正でほとんとのケアマネジャーが30%減 算の対象かと思うが、専任のケアマ

ネジャーとしてこうした結果になれば上司から厳 しい仕打ちを受けるかわからないので、
頑張るしかない。今回の改定は、「言いなリケアマネ」「単品プラン」にしかなれない現

状を、ケアマネジャーの力不足と言われるならば悲しい。ケアプランの利用者への提示に

しても、痴果で自党がなく、独居の方の場合、どうすればよいか困ることも多い。
O業 務が維多で内容が他人には理解されがたく、一人で仕事をしていると、職場の同僚に

も理解が得られず、孤独である。市町村が行うような仕事も当然のように任されて納得て

きない。支援体摘が必要である。

O専 任であつても60ケ ースを十分に支援することは不可能である。法改定にようますま

すケアマネジヤーをする人が減るのではないかと思う。民田業者が経営を考えたら居宅支

援はやらないとすれは、在宅維持ができなくなる可能性もある。

Oサ ービス担当会議や回のサービス事業者との調整に神経を使う。とくにDrと の連絡は

心理的に負担である。改定によって作業主がますます増えて、訪間に費やす時間を能率的
に行つていかないと事務量の時間は作り出せない。あるいは時間外となる。分護保険施行
のメリットは、利用者 ・家族等の相談相手としてケアマネジャーができたことた。とくに

介護の愚痴が言えることは在宅分護がまたがんばれると言うことであろう。

Oケ アプランを50件 以上抱えている先準ケアマネジャーはほんとうに大変で、残業が続
いている。正直言つて新人の私はとてもやつていけないと思う。

O当 事業所は独立 した支援事業者であり、介護保険施行時の好ましい状態から始めたのた
が、サービス業者内に支援事業を指えていく偶度になつてから、経営的にもケアマネジメ
ントからしてもたいへん苦労しており、今ではもう閉鎖しようかと考えている。開所以前
は判定会議の初実づくりなどを行政との協力で行つていた。それ以後、現はでは利用者の

意向やアセスメントにもとづいて制限いっはいの利用計画を立て、不必要なものまで取り
込んでしまう計画ばかりが日立つ。実際に、たとえば要介譲度 2の 方が 1も しくは要支援
になるのが本来なのに、日一杯のサービスで却って重くしている感しがある。当方は医療
との連携もうまくいっており、医師も看護師も参加した担当者会議で毎月 1回の計画モニ

タリングをしている。しかし、現制度からすればどても運営困難な状況である。

O介 謹保険スター ト以来、ずっと境わつてきており、研修で行われる内容をすべて網羅し

たら能力的には全 く対応できないと思う。自分の担当ケースはすべてエーズとしてィンプ

ットして取り組んている。プランがあるから利用者があるのではなく、利用者があるから
プランが生まれる。形式ばかり重視で利用者の所に行けないケアマネジャーたったら、ケ

アマネジヤーを辞めなければならないと思う。
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O困 難ケースを抱えた場合は、精神的にまいってしまう。何でもケアマネジヤーに任せれ
ばよいという方もあり、家族の協力がない場合対応に苦成する。

Oケ アマネジャーの仕事はとても奥が深く、知れば知るほとこれて良いということはなく、
たいへんな仕事たと思う。書類が多く、十分に利用者訪間に時間をかけることができませ

ん。

Oケ アマネジャー業務をやりこなす見本がほしい。今の業務内容がケアマネジャーー人で

やうことせる室かどうか検討していくことが必要である。

Oア セスメントやカンファレンスが実際には間に合わず、ケアプラン依頼が多い中で、断
ることもてきず、清足してもらえるプランが立てられるか不安である。医療依存度の高い

利用者の在宅でのプラン、経済的に大変な痴呆性の高齢者など、困難さを抱える方へのプ

ランは、日々変化することが多く、時間配分が手薄になることも多く、ため息が出るこの

頃である。

O介 護支援専門貝の仕事の多さには驚 く。一人50件 では多すぎて、 20名 程度で確かに

分護を必要としている人のみを受け持ち、自立てきるほどの介護報酬がなければ成り立た

なV 。ヽ

O訪 高看護制度等の医療サービスは主治医の判断に左右されやく使いにくい。介護度低下
のケースは成功報酬が必要である。

Oケ アマネジヤーの業務をすべてこなし、行政の指示どおりに仕事をすることは不可能。

そうすることは利用者の立場にたつケアマネジメントにはならない。なぜなら、事務手続

き上の煩雑さはケアマネジヤー自身の健康織持すら奪いかねない状況たから。利用者との

信頼関係のために、全精力を傾けて業務を進めているが、形式的な面での評価てしかなく、

また労働対価までカットされているようでは、ス トレスがほ度に達して業務が続かなくな

る。ケアマネジャーは歯をくいしばって頑張つているが、あまうにがんじがらめにされた

状態では、より良いケアマネシメントを行うことは難しい。行政の態度を改めてほしい。

O件 数を多く抱えると、十分な相談を受けることができず、苦情に乗がつてしまう。件数

を抑えた形て現在は行つている。制度改正でケアマネシヤーの業務が一段と大変になった。
モニタリング様式が示されなかったので、とのように記録を残せばよいか途っている。介

譲計画 1～ 3票は、国は新規 ・更新時期に交付といっているのに、県は毎月交付と言つて

いるが納得てきない。

O介 議相談は専任者を決めて進めていく必要があるが、また一部は業務である。介謹支援

専門員の増員をして、専任て行わないと業務をこなせない。ケアマネジャー試験の合格率
が上がつてほしい。

O利 用者 ・家族の意向を踏まえたケアプランづくりが第一と考えている。そのために訪関
・モニタリングを行うことが大切で、資質の向上のためにも頑張 りたい。

Oサ ービス評価や自己啓発についても今後の課題である。介護サービスは本人の同意があ

つてはじめて提供できるが、生活観や価値観を認めていくことはたいへん難しく、ケアマ

ネジヤーの役割をしっかうと自覚しないとできない業務である。

Oケ ースにより異なるが、家族事情て選 1回以上の訪間もあれば、1回で良い場合もある。

今回のプラン等の提出と本人確認は当然であるが、ケアマネシヤーは 「なんでも相談係」

となっている現状があり、今回の改定で課されたことができないのが現実てある。国の言
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つていることの根本はケアマネジャーの長抵為すべきことたが、プラン数が多すきる。
O自 立支援について家族の理解が得られず、経済的な問題について対応策を検討すること
がある。

O今 回の法改正にともない、ケアマネジャーのが立場がさらに追いつめられてきたように
思う。身寄うのない人に対して措置時代には市町村が責任を持つていたことが、今では全
てにおいてケアマネジャーが相談にのる傾向にあり、他方で保険給付の適性化の波も押し
よせ、利用者の権利は声ばかりで、利用者の困難や切なさは御度によっては解決できずに
いる。県職員の 「これは保険たから」という声が耳に残っている。
Oこ れからのケアマネジャーの事務的な仕ヨの中身や仕事二を考えると、ケアマネジャー

を辞めたくなりました。各票の毎月利用者宅に行き確認することの必要性はわかっている。
10分 の説明、利用者の様子の確認に 10分 、移動に20分 、帰つてきて変更に 1、 2時

間。再び5枚持つて訪間。時間が足りません。月に4～ 5回変更することもあります。 2
年間の保存。書類で理まつてしまう。 1～ 3票は変更ないときでも翌月持っていく。これ
がケアマネジャーの仕事なのか。悲しいけれど給料分働けないのたから理想の公正 ・公平
,中立は絵に描いた餅である。

O法 改定によう記録や提出書類が多くなり、却つて訪関する時間が少なくなつてきた。少
しずつ形を整えていくなかで時間配分もできてくるが、これてよう良いサービスに素がる
かとうか。霊うたくさんのサービスでなくても、在宅生活を雄続てきて、利用者等が満足
ならtr単品でもよいのではないか。一所懸命にやれ,まやるほど、家族に振り回され、自分
の生活すら守れなくなっている現実である。これては長続きできない。
O個 人経営の事業所で、訪間介護事業も行つている。ケアマネジヤー業務だけでは経営て
きません。自宅兼事務所なので、利用者は時間に関係なしに深夜でも連絡してくる。毎晩
携帯電話を枕元においてぃるが、訪間看謹ステーションの緊急速描先を教えても連絡して
くる。困難ケースを3件 も抱えると様子を見に行 くだけでも時間がかかつて大変である。
利用者 ・家族との信頼関係は十分に取れていると思つていても、文章作成の能力が乏しい

私にとって、書類作成たけが山積みとなっている。ケアプラン作成のための勉強、調べも
のをしたいと思つても時間が足りす、朝から晩まで介護保険に張 り回されている自分のカ
不足にため息をついている。

O仕 事の範囲が広 く、ス トレスが溜まる留には報酬が少なすきる。法改正で少し増額にな
つたが、チェック等の書類が増えるばかりてやつていけない。
O介 謹支援専門員の担う役割が広 くあることはわかるが、あまり利用者や家族の話を聞く
と、すべての生活面が介護支援専門員に任されることになうかねない。自立て行える部分
をしっかりと確認しながら計画を作成することが必要となる。

O分 護支援専門員の担う役割は、広いことはわかっているが、あまう利用者 ・家族の話を
聴 くと、すべての生活面が専門員に任せられることになうかねない。自立て行える部分を
しつかり確認しながら計画を作成することが必要となる。地域のサービス情報を多く知り、
連携を強め、利用者のできないことを適切に計画に取う込んでいくことを目標としていき
たい。サービス担当者同士の会議は有意義と考えるが、現実には多忙で連絡が難しい。介
護支援専同員の行う内容が多すきることが問題ではないか。

O今 年4月 以降一段と忙 しくなったが、利用者 ・家族とは十分な話し合いのうえプランニ

、
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ングしているが、文書的にまとめが多すきる。形 ・格好たけ作ればよいのか疑間に思う。
ケアマネジャーの自党が間われることが多すぎる。徴収された大切な保険料が正当に使わ
れているか、展間を持つている。今のままでは保険料はどんどんアップしていくと思う。
Oケ アマネジヤーとして2年働いているが、足うない知識が多く、戸惑ってしまうことも
ある。兼務のためケアマネジメントに導念できないのが残念たが、制度や情報が変わって
しまうことも多いので、その速さについていけないときもある。
O多 くのケアマネジャーは業務なので大変なのかと思う。利用者に親切に接しようとすれ
ばするほど、時間を費やすことになる。同様のケアマネジャーは訪間の度に数時間の話し
相手をしてクタクタになって帰つてくる。お年寄 うは寂しいのでぁる。説明を理解しても
らえないときもまた時間がかかる。性格も異なる先達に敬意を払いながら接したいが、疲
れる仕事たと思う。

0時 間を使つて利用者 ・家族との面談をもつことて、介護に対する不満や介護者の負担窓
を経済てきると思う。ケアマネジャーが出向いて身近に話すことで普通の生活ができる人
もいる。今後記録について事務的な時間を持つことが多くなると、訪間時間が浅っていく
のではないか。介護を元で支えるケアマネジャーとしては、市町村がパックでサポー トし
てもらえると効率よくできるように思う。

0今 回の見直しにより、介護支援専門員の業務に対する評価が厳しくなったと感じる。毎
日のように残業し、ときには休日に出勤 したり、電話連絡を受けたりして業務を行ってい
る。それでも最低限の業務に追いついていくのに困難である。職場内でもケアマネジャー

の業務の大変さを見ているためか、試験を受ける人がいない。ケアマネジャーを募集して
も、なかなか見つからない状態であるし、ましめに取り組んでいる人が者労 し、いい加減
な人が評価されることのないようにしてほしい。自分の能力に限界を懸 しているこの頃で
ある。

O化 しく動いているたけではなく、仕事の評価やまとめをすることが重要であるが、それ
に時間を割くことができない。その結果として達成居ややりがい感が薄 くなっている。月
50件 をカパーすることはプライベー トな時間を削り、家族の協力を得て何とかなり立っ
ている。ケアマネジャーの質の向上に県 ・市の研修に出席したり、日人的に勉強会に出た
りという状態であるが、いつも叱られて帰る気分となり、落ち込んでしまうのは何故か。
たまには頑張つているねという評価やほめ言葉があれは、辞めたいと口に出す人も減ると
思う。

O利 用者の意向を尊重するようなケアプランを作成するようにしているが、いつも家族の
意向が優先されてしまう。利用料の 1認負担は少額であっても、オムッ料や医師の往診等
の負担がかかり、理想通うのケア/ラ ンが実施されないことが多い。自立支援よりも最低
限必要なサービス導入になりがちである。また利用者が在宅を希望しても家族が看れない
ために施設入所のきほうになってしまうことに矛盾を感 じる。

Oで きるだけ利用者の希望に海うょぅに努力しているが、なかなか思うように時間が取れ
ず、日常の時間が多すぎて希望通うに動けない。家族問題などに踏み込まなくてはならず、
ケースの難 しさ、責任の重さに考え込んでしまう。利用者の思いが読みとれないケースな
ど、またまた勉強不足たと痛感している。

Oケ アマネジャーが独立することができるシステムが必要であり、分護報酬の見直しも「机
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上の人Jが 見直すのではなく、現場の声をもつと反映してほしい。介護保険は本来在宅介
護に持っていくべきなのに現実は施設待ちの利用者に対応する始末である。無試験で取れ
るヘルパー資格も問題である。ケアマネジャーの質にもあまうに差がある。勉強しないケ
アマネジヤーは利用者にとっては最悪たといつも思つている。

O困 難ケースを担当したときは、毎日一つのケースに時間を要し、他のケースのアセスメ
ントやモニタリングに時間を取ることが難しく、焦うとジレンマの繰 り返してあった。困
難ケースは時により行政担当者にも担当者会議に参加してもらい、常に医師や関係機関と

も連携を保ちながら、利用者一人ひとりを大切にして、在宅て安心して暮らせるように努
力していきたい。

O介 護支援専門員に求められているものがとても大きく、かなり重要な位置を占めている

と思う。常に自己研鎖をし、自分の責質を高めていくべきであると思うが、なかなかでき
ないのが実情である。モニタリングの仕方、その人の生きがい設定 (助言等)等 の勉強の

機会があればと思う。

O介 妻支援専門員として日々の業務内容をこなすことが手一杯で、サービス担当者会議、
モニタリング等の必要性は態しているが、時間的に余裕がない。形式にとらわれず気軽に

短時間でできる担当者会議やモニタリングを実施 していきたい。そのためにサービス事業
者や分護支援専門員同士の仲間づくりや連携が大切であると感している。

O困 難事傷や独居の場合、サービス調整以外のこともいろいろとやらなくてはならないこ

とがあり、その人にかかりつきうになってしまい、他の利用者にまで手が回らない。訪間

調査に時間が取られ、サービス調整が遠れてしまうことがある。事務仕事が多く時間が足

うない状態である。

Oケ アマネジヤーはオールラウンド・プレーヤーではない。難しい症例の場合、利用者の

問題の他に家族もまた問題を抱えており、複雑化するということもある。その場合、周辺
の問題についてはどこに相談を振 り分けるか、行政機関やツーシャルワークなどの関係に
ついても知りたいと思う。

O記 録は大切たと思うが、事務生が多くなり、利用者家族と話し合う時間等が少なくなる
心配がある。

Oケ アマネジャーとしての研修 ・誌習について地域的な関題で参加できない。
Oこ の仕事はとても難しく大変な仕事たと思う。大変化しく精神的に体まる日もない。い
つも利用者のことがある。利用者の家族とは上日でなければ会えず、完全な休日が月に2,

3日 あればよい方です。支援事業たけで採算が取れないのは疑岡である。
Oあ まりに案務が綱部にわたってぉり、ケアマネジャーー人50件 では、きめ細かなサー

ビス提供やモニタリングは難しく、ケアマネシヤー不足もある。資格を持つたからすぐで

きる仕事ではないために、現任研修の在 り方にも疑間がある。

Oケ アマネジヤー業務の悩みとして、国からの通知が選いことによる対応策の違れがある。

自己研搬に駒み頑張るほかないが、ケアマネジャーの地位向上を望む。

O今 までサービス担当者会議を開いたことはない。4月 よう会議か照会等を行うようにあ
つているが、ケアプラン1、 2表 について、特に痴果性に関して本人 ・家族にどのように

説明してよいか困つている。

O介 護者の無理解、調整の難しさから張 り回されることが度々あり、結局サービスに結び
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つかないケースがぁり、苦労している。精神障害がらみのケースも多く、各機関の連携を
取つたとしても大変である。

O介 謹支援専門員の専門性が必要であることは言うまでもない。利用者の生活全体を支援
することが重要である。利用者の意向よりも家族の意向が強く、その調整が大変である。
責任ある仕事なので重FFもある。

O一 所盛命になれはなるほど化しくなり、どうしても気持ちが入つてしまうので、客観的
な立場で利用者 ・家族の気持ちを考慮しつつ手伝っていきたい。
O自 分の給料分を稼ごうとすれば指針とされる内容をこなしきれない。そのためには労働
時間を長くしたり、休日を使って訪間する必要がある。現実に夜でないと面会することが
できない家族もあり、この先も仕事を雄続するかどうか送つている。民間事業者は割り切
つて仕事をする方向にならざるをえない。ケァマネジャーになろうとした意味をいつまで
も維持できるたろうかというところである。

0今 回の改定にともない、今まで後回しにしていたケアマネジメント過程が具体的に明記
されたことで、今まで以上に必死で取り組んでいる。行つていなかったわけではないが、
日頃利用宅を訪蘭し、話をよく問いて、それを記録に残すためには時間が足うない。その
ジレンマのなかで、自分の精神状態を健康に保つていくのは至難の業である。求められる
ものが多い割には、介護支援専門員の真の専門性や地位が確立していないと感 じている。
自分の気持ちに正直になると逃げ出したいのが現実である。
O分 護保険も3年 を経遺 し、社会的認識も高くなり、サービスも吟味して利用するように
なった。経済的な問題、精神疾忠など困難事例も増えている。
O介 護支援専門員になって 1年半、走 り続けた感がある。企業としては分護支援専門員の
仕事たけとはいかないが、利用者との時間が削られることのないように頭張つている。他
の介護支援専門員と広く交流し、いろいろのケースを聴 くように努めている。たた、今回
の改定で報酬が増えたように言われるのは憩しい。
O看 護師のように仕事内容が明確てなく、とくに虚しさを感じる。一所懸命にプランを考
えても利用者はあまう必要性を感 しない。また医師の意見書が運 くて思うようにブラン化
できない。ケアマネジャーに対するベナルティはあるが、医師に対するベナルティはない。
月の半分は保険請求に関する事務処理に追われている。
Oケ ースの多少に関わらず、多問題化するケースが多いので、行政からの新しいケースの
依頼に応 しにくい。 50ケ ースとぃぅ基準で、依頼拒否が 「正当な理由」がない限り断つ
てはならないというのはおかしい。医師の意見書も得にくい。事業所ではケース数を増や
すことに終始し、記録が残されていないところもある。化しさのなかで、ヶ―ス会議を設
けることは難しい。

O一 人でできる担当数は 30～ 40ケ ースが限度である。兼務であるため、ケース訪間が
十分とは言えない。二人体制の場合、どちらかが残らなければならす、事業所 としての間
題を抱えている。担当を持っていると、休むこともできず、精神的な面で負担が大きい。
今回の見直しも行政田の説明もなく、対応が不十分である。
O日 々の仕事で関わりの奥深さを感じる。仕事量の多さ、時間のなさの毎日で、研修の積
み重ねも少なく、これてよいのか自蘭自答している。
O岡 采医との連携が取れず、困ることが多い。たとえば医療的な分護援助を行いたくても

- 1 1 -



指示がもらえないためにできないことがある。
O居 宅介護支援と訪間看護を兼務 しているため、業務が雑然としており、多忙な毎日を遺
ごしている。中には困難事例もあり、スムーズなケア/ラ ンに素がらないケースもある。
表務の場合の難しさを感 じる。分謹保険の見直して、ますます業務がたいへんになってき
たように感 じる。これては現状以上に作数を受けることが困難て、今後業務を実際にする
人が少なくなるのではないかと思う。(認定調査に始まり、プランに至るまで、長く同じ
話を繰 り返 し聞き確認を取つてブランを立てている。)
Oケ アマネジャーとして利用希望を入れたノランを立てようと思うが、自己負担分がオー

バーしたり、困難事例を抱えて他の仕事ができなかったり、悩むことが多い。4月 以降は
記録を残す仕事が増え、40、 50件 と増えると受け持つ件数に限界を感じる。
Or毎 月 1、 2、 3表 を必ず利用者に提示し、説明し、押印を得なければ減額」という改
定に、現場を知らない役人の姿が見えてくる。「毎月」の必要がとこにあるのか。更新時
や変更時に了解を得ているのたから、変化のない時になぜ了解がいるのか。高齢者世帯な
ど、説明を同くことが苦痛という方にも、ケアマネジャーとの信頼関係のなかで現実には
成立していることが多々ある。形たけの押印に侶の意味があるか。また4種の加算につい
ても、限度額の関係で、訪間看護を利用したり、インフォーマルサービスを心ぶけていく
と、介護保険サービスを利用する方以上に時間も体力も使つているが、加算対象ではない。
今回の改定は納得できないことが多い。

O介 謹報酬の改定にともない、介護支援専門員に対する業務が義務づけられた。今まで必
要に迫られて行っていたことが義務化されたために、精神的にとても負担に感じる。何度
説明しても忘れてしまうことや話し相手に電話 してくることなど、利用者の相手で日が暮
れて書類作成は夜閲残震 となってしまう坂はでぁる。帰宅しても残った書類のことや、ニ
ーズを見落としていないか、サービスの調整が十分たつたかなど、気がかりで休まらない。
報醐改定があったが、業務に見合う報酬ではなかったと思う。
Oこ の調査て、介護支援専門員としての業務の見直しができた。アセスメントッールに基
づくケアプランの作成ができないケースが多くある。介護支援専門員償の問題 (時間がか
かるためサービス調整を優先する)も あるが、利用者家族からこのサービスを利用したい
と依頼されることが多く、利用者電の希望が最優先されて利舟に結びついているケースが
大半である。この現朕を意識的に改善するように努めたい。
O介 護報酎等の制度改定により、介護支援専門員のケアマネジメントの向上に図ってぃる
が、現場では担当受け持ち件数が変わらず、利用票等を利用者等に波して説明したり、モ
ニタリングなどが義務づけられたことで仕事二が増えて大変である。受け持ち人数を制限
したり、事務仕事の代行職員が出たりすれば可能であるが、今のままでは限界を感じる。
利用者等が安心して生活できるように話を十分に聴きながら、自立支援ができるように分
護支援専門員にもゆとりが必要であると思う。

050件 弱のケースを持っているが、その中の数作は時間がかかりすきるものがある。他
の再アセスメントもやらなければならないが、その間にも調査を併行しなければならず、
自分を追いつめている。机上の仕事も大事たが、利用者の訴えを聴 く時間がほしい。
O今 回の改正て、書須管理業務が大変になり、一ヶ月の予定を立てようとしても、思うよ
うにはかとらない。困難事例や緊急用件などが発生すると、どうしても仕事二は増えるば
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かうである。このまま介護支援専同員を続けられるか不安になる。
O困 難ケースについて、ヶアマネジャーがどこまで関わつていかなければならないか判断
に迷う場面が多くある。行政に相談しても十分ではなく対応に差がある。市町村の職員教
育がどうなつているのか疑間に思う。

O利 用者に対して適切なケアマネジメントが行えているか、自分が持つている資格て長 り
がないか不安になることもある。担当者会議も照会ですませていることがほとんと。時間
に余裕がない。

O制 度創設以前は、それぞれの家族や措置の範囲で行政に任されていたとぃう現実があり、
以後は急激に権利をアピールした結果、日本的なノーマライゼーション (人の手/家 族介
護)が 放置されてきた現状がある。本来家族が担うべき役目は、サービス代替にようこれ
去られ、権利と目等に義務があり、義務は金銭て代替されている。これは制度自体が都会
的で地域性がないためと思う。

Oケ アマネジャーとなって 3年。当初に関わつた利用者が次第に重くなり、困難なケース
になりつつある。独居、老々世帯を含め、約半分は病気になったらすぐに困難となるケー

スである。金銭問題 (サラ金取 り立てなど)、家族の精神的病気、リス トラ、市営住宅の
倉庫の引つ越し相談まで、土日祭日を問わず入つてくる。今の仕事は最後の責任は網繊が
とる体制かもしれないが、一人で仕事をしていると燃え尽き症候群になってしまいそうで
ある。

O手 探う状態でやってきたが、ァセスメントからケアプランに索げる勉強を再学習し、1ま
んとうのケアプランを作 りたいと思う。現状は利用者の希望するサービスにアセスメント
を逆に付けている。それが一番喜ばれており、自分も案である。課題分析が必要と思われ
るサービスの場合、多大な労力と時間がかかるため、絵ヒ描いた鮮で終わってぃる。
Oケ アマネジメント技術の向上のためには、自分の事業者のノルマがあるため、本来の制
度の理念とは結びつかない状況がある。主治医の連携は必要であるが、主治医がケアマネ
ジヤーとの連携の意識が希薄である。ケアマネシャーはサービスに精びつけるたけてはな
く、地域の分護力を高めるための努力も必要である。
O重 症者を受け入れるデイケアやショー トステイがぁまうなく、提供者個の都合で断られ
ていることもある。ケアマネジャーを一人でやっているので、相談する場所がない。もつ
と実験的な研修があればよい。

O支 援 方 針 ここ つ い て

Oで きるたけサービス量を増やさすに自立支援する、つまう他人に自分の生活をみてもら
うという考えはやめて、「自分の生活は自分で責任を取るとることを大原則とし、自立支
援するためにサービスで補うこと」をモットーとしている。サービス担当者会議を開くと
いうのは行政的発想てあり、自分で出かけて、現場で業務を行うことが一番のレベルアッ
ノであると考える。

O分 護は介護保険制度を利用すれば成 う立つものではなく、そのような制度ではない。制
度の充実を図ることは大切であるが、各市町村において介護保険外の福社の充実を図るよ
うに働きかけることが必要である。そして、本人 ・家族 ・地域の方々の力が必要である。
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ケアマネジャーにはそのような力を引き出すような援助が必要であり、理念や技術のみな
らず、相談職としての信頼を得るように自分自身の人間性を高めていくための研鎖が必要
である。

O分 護支援専門員の仕事以外に、利用者の題味や生きがぃのために、スポーッゃ趣味の団
体と連絡を取つて生き生き週ごせるように心がけている。そのために各種団体の場所や連
絡方法などについて資料を集めている (なかなか集まらないので因つている)。
O熱 心のあまり利用できるサービスは、すべて勧めることが喜ばれるケアプランと考えて
いたがく在宅での自立支援に目を向けて、何が必要なサービスなのか、現たの状況を的確
に捉え、サービス提供をしなければならない。

O弁 護保険導入時ようその業務を周りを見るゆとりもなく走う続けた感がある。今年 2月
まで 50余 件をもつて兼務してきたが、 3月からは専任 となった。4月 から1名増員とな
り、 40件 程度の担当となった。ケァマネジメントの基本に立ち返 うながら新たな気持ち
で頑張りたい。

O困 難ケースといぅ司林がぁるが、何を持つて困難とするかはケアマネジャー自身がしっ
かうと考えなければならない。苦手ケースが困難ケースとなりがちであ り、しっかうとア
セスメントする必要がある。

C_望 _項 に ― ぃ こ

Oサ ービス計画及びサービス種類数に対する加算については、他の福祉サービスも使って
いることも勘案してほしい。介護保険サーピスをたくさんに付けることは自立支援に逆行
している気がする。

O頑 張つているケアマネジャーに対する支援の力、とくに行政の介護保険の関係者にお願
いしたい。

Oケ アマネジャーとしてやらなければならないことが多く、ケァマネジャー電々人の能力
にも差があることから、支援センター ・行政 ・民生等で役割分担できればよぃ。また、ケ
アマネジャーに対して、制度的なことのみならず、精神的なサポー トをしてくれる相談怒
口がほしい。

0社 協のケアマネジャーとして、地域の様々な事業所と平等に付き合うことができる。 し
かし、外部のケアマネジャーからの依頼を排除しているかのような事業所が見られたり、
他のサービスを希望する利用者のプランを受け付けないケアマネジャーも見受けられる。
ケアマネシャーの公平さ、中立性、独立性には疑間を抱かざるを得ない。将来的には施設
や事業所の附属ケアマネシャーという立場から脱却できる環境整備が必要である。
Oケ アマネジャーとして適正に業務を遂行するためにその環境整備が必要である。多くの
ケアマネジャーは何らかの業務の兼務をしているが、そのことはほとんど者底されていな
い。訪関するたけで 1週間以上かかってしまうことから、一人あたり50件 では通常業務
は無理である。

Oケ アマネジャーの質の向上が不可欠である。事業所の採算を考えると50ケ ース担当す
る必要があるかもしれないが、支援レベルの向上とケアマネツャーのレベルアップのため
にも、多少の余裕が必要である。
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O連 絡協議会等の場でも、サービス提供の実情につぃて話し合う機会が持てることを望む。
O新 規に事業所となってヶァマネジャーも一人たけでぁる。相談する相手もいないため、
不安を抱きながら仕事をしてぃる状態である。偶度施行当初ようも新規参入者に対する行
政側のフォローもないよぅに感 じる。ケアマネジメント・リーダーもあまり機能していないようなので、もつとリーターに相談できる体偶を整えてほしぃ。
O介 護サービスの利用限度額の緩和が必要なケース (例 :体調変化にともなう緊急利用)に対応できるような目度設定があればよい。また、施設入所者と在宅生活者の利用料の負
担額が違つてもよい。

O単 品サービスの利用は好ましくないと言われているがなぜか。自立支援に向けてのプラ
ンであればよいと思う。ケァマネジメントの過程の記録を残す書類上の負担が重くなって
いるので、事務書類作成の簡案化に努めてほしぃ。
O本 年4月 の法改正にともない、分護支援専門貝の役調が浮き彫 りとなり、利用者の認識
も高まってぃる。一人ひとりのニーズにあったァセスメントとケァプランづくりが重視さ
れて、責任が関われてきてぃる。専門性の要求と実力が要求されて、もっともつと研修を
増やしてもらい、自信を持って利用者になってぃきたいと願う。
O住 宅改修について、唯一理由書作成料のみが報酬のようなものであったが、改定によう
それがなくなり、時間と労力を割く割には全くそれが評価されない。住宅敵修のみ希望す
る利用者も少なくないので、全くゼロ報酎では成り立たない。改善の望む。
O何 でもケアマネジャーに押しつけることは止めること。
Oケ アマネジャーを煩雑にしてぃるもので無駄なものは省いてよいと思う。認定後の介護
保険証の交付は、何人宅てはなく、居宅支援事務所宛にすることを計可してほしぃ。
O輸 付管理において減額にならないための最低限やるべきことの説明 (県)に がっかりし
ている。サービス計画の 1、 2、 3票 に変化がなくとも毎月交付するのは無駄である。新
規の利用者のケアプランを受けるケアマネジャーが減っていくことが懸念される。
O会 議を開いて全ての職種を集めることがどれたけ大変かわかってほしぃ。4つ のサービ
ス以上に加算ということは理解できない。一っのサービスを入れるのにとても苦労するケースもあるから。

O欄 度発足以来、アセスメント、モニタリン久 利用票の確訟 訪日などを真心に行つて
きたが、介護報酎がといため50人 以上をやらぎるを得なかった。人数が多いので来月分
の計画は、前月の 10日 頃から訪関していたので、長期入所や入院など多いときは 5名 く
らいに無駄になった。計画実施 した分を何とか報酬に乗けてほしぃ。
O分 護タクシーの利用何度が変更になり、今まで通院に利用されていた人の負担が大きく、
不満が大きくなっているし、パス路線がない地域やひとぅ暮らしには大変不便となってぃ
る。利用の見通しが市町村レベルでできるようになってほしぃ。
O現 性の介護支援専門員はさまざまな職種を前提にしており、たた持つているたけの人が
多い。もう少し福祉と医療の経験者に資格を限定する必要がある。とくに実務経験を重ん
じることが大切ではないか。

O介 護支援専用員の仕事内容が多すぎて業務が大変である。行政偶もまた日曜日に更新申
請ができるように日曜サービスをしてほしぃ。
O介 護支援事円員たけでは解決てきない多くの問題がある。介護支援専門員に対する行政
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等の相談や支援の制度が必要である。それによう利用者への支援もスムーズにできる。家
族による相談ケースは良いのたが、独居や障害者家族の関わりは日々心から離れることは
ない。

O介 護支援専門員は元の職業の内容によって大きくその能力を左右される。介護に全く関
わつていない場合は、研修等でその能力を向上させることが必要である。
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